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ドイツ生命保険業における規制と規制緩和

議論と現状（1）

小山明宏，手塚公登
1　ドイツの生命保険業における規制及

　　び規制緩和に関する議論の展開

1．1　ドイツ生命保険業の現状

　ドイツの生命保険産業の検討は，少なくと

も現時点では，我が国においてはあまり目に

触れることは多くはないと思われる。それは，

この分野の研究者が我が国では実質的にほと

んどいないこと，そしてこの種の試みがあま

り流行らないこと，の2つに起因していると

思われる。保険市場自体，わが国では研究の

花形とは残念ながらお世辞にも言えないであ

ろうと思われる。

　保険市場に限らず，そもそも我が国の市場

一般の不健全さ，すなわち企業の情報開示の

不完全さに起因する，不透明な取引，及びそ

の閉鎖性については，過去常に国際的な話題

になってきている。ただ，その際の「健全な」

市場，あるいは「国際的に見て通用する」市

場のイメージを形作る，あるいはその基準と

なる雛形は何かをもう一度良く考えてみる

と，どうも新古典派経済学の教科書における

「完全な市場」のそれが挙げられるのではな

いか，ということになる。そして，そこでの

キーコンセプトは「競争」あるいは「フェァ

な競争」であり，残念ながら日本人が最も不

得意とするものといえる。

　このような主張は，別に目新しいものでは

ない。そして，このような主張に伴って常に

取り沙汰され，参考にされるのはアメリカの

市場である。すなわち，ここで取り上げられ

るドイツの市場は，よほどのことがない限り
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我が国で触れられることは多くない。せいぜ

い研究論文などで数少ないそのみちの研究者

が紹介したり，大きな制度改革などがあった

ときに日経新聞に小さく紹介される程度であ

る。本稿ではドイツの保険市場について最近

起こった規制論・規制緩和論について，検討

を試みる。以下では，後に展開される議論に

必要な範囲で，ドイツの保険業についてレビ

ューする。1）

　まずドイツにおいて特徴的なのは，生損保

の兼営である。

　ドイッでは，従来，生損保兼営は事実上禁

止されていたが，明確な規定は存在せず，古

くから保険コンツェルンやグループの形成に

より，同一コンッェルンや同一グループ内で

実質的に，人事の交流，販売チャネルや商品

の提携など，実質的に兼営が行われてきたと

される。そこには，生損保をそれぞれ別法人

にして，資産，保険料，準備金がはっきりと

分離されていれば，たとえ損害保険事業の経

営が悪化しても，生命保険の契約者を保護す

ることができるという発想があったと言われ

ている。ドイッでは保険行政の拠り所となる

のは，まず「保険監督法（略称GBV，Gesetz

ilber　die　Beaufsichtigung　der　privaten　Ver－

sicherungsunternehmungen）」である。これ

は1901年の制定以来，民間保険事業者の事業

活動の監督の拠り所となっている。

　1979年3月のECの「生命保険に関する設

立自由化指令」にもとついて，83年3月に法

改正が行われた。「保険監督法」で，生命保

険の事業認可は，生命保険，婚姻および出産



保険，変額生命保険を扱う会社に付与され，

その他の保険種類の事業認可とは分離される

ことになった。

　改正「保険監督法」は，保険会社が他業を

営むことを禁止したが，「保険会社は，保険

事業のほかに，これと直接に関係する事業に

限り，これを営むことができる」としている。

また，資本参加を通じる他業への進出は，留

保条件を付して認めているが，具体的な規定

がなく，行政指導によってある程度の分野調

整が行われているとされている。

　ところで，「保険監督法」は，保険会社に

対する監督法規であり，保険会社の持株会社

にまで権限は及ばない。ただし，持株会社が

資本参加する場合には，自己資本などの自由

資産による場合は原則として自由，保険積立

準備金による場合には資本参加先企業の資本

の10％以内まで可能である。そのため，アリ

アンツをはじめとする保険コンッェルンは，

他業への進出とグローバル戦略を展開すべ

く，組織改革を行ったのである。

　このように，持株会社の設立による生損保

兼営は広く行われるようになってきたが，投

資リスクを遮断するという観点から，同一コ

ンツェルンまたは同一グループ内の生損保間

のファンドの移動は禁止されている。また，

生損保の組合せ商品についても連邦保険監督

局（Bundesaufsichtsamt　fUr　das　Ver。

sicherungswesen）によって，商品設計や価

格について厳しい制限が設けられている。

　さらに，保険代理人などの販売チャネルの

なかでも生損保の間でのコンフリクトがある

とされる。顧客の側からすれば，生損保双方

の多様なニーズに対応できる保険代理人は利

便性に富み，保険代理人などからすれば，収

益機会が拡大し，給与体系の異なる手数料を

得て，収入の安定化をはかることができると

いうメリットがある，ということである。

　次にドイツにおける保険監督の態様である

が，前述「保険監督法」によれば，保険会社
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の組織形態として，株式会社，相互保険組合，

公法上の団体・施設の三形態が認められてい

る。ドイツは，保険会社の事業形態や規模に

より，連邦保険監督局，あるいは州政府のい

ずれかが所管する二元的監督制度をとってい

るが，基本的には，保険監督法にもとつく連

邦の実体的監督主義である。

　民間保険事業者，2州以上にまたがって営

業する公営保険事業者，そして，EU域内に

本社をもつ外国保険事業者は，連邦保険監督

局による監督対象となり，1州だけで営業す

る公営保険事業者，小規模民間保険事業者は

州政府による監督対象となる。また，EU域

内に本社をもつ外国保険事業者については，

連邦大蔵省（Bundesfinanzministerium）が

監督当局となる。

　ドイツの保険監督行政は，保険契約者の利

益を第一義としている。したがって，保険事

業者の正当な業務遂行，支払能力を確固たる

ものとするために，保険監督官庁は保険の種

類ごとに認可を与える。認可申請に必要とさ

れるものは，事業方法書，定款，普通保険約

款，保険料率，責任準備金の算出方法などで

ある。保険監督官庁は，この認可申請を却下

すること，あるいは認可に条件を付すことが

できる。

　ところが，保険事業者に対しては厳しい保

険監督行政を行いながら，保険募集人に対し

ては，登録制などの法規制さえ実質的にとら

れていなかったとされる。これは，組織の経

済学で言う典型的な「情報的非対称状態」で

あり，保険募集人と保険契約者の間での契約

が適正に行われなくなる第一の原因となる。

そして90年代以降発せられたEUの指令は，

保険募集人に対する保険監督当局に監督規制

強化を求めており，規制の強化がはかられる

ことになる。この点については本稿で後に触

れる。なお，多少データは古いが，ドイツ保

険市場における大企業，マーケットの状況

（企業名その他，市場規模など）は次の表の
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通りである。

表1　ドイツの主な保険会社の収入保険料と
　　市場占有率（1994）2’

会社名
保険料収入

i百万DM）

市場占有率

@（％）

ALLIANZ／DEUTSCHLAND 12，186 14．41

MUENCHENERIVOLKS則ER－
rORGE

6701 Z92

HAMBURG　MANN冊IMER 4827 571

R＋V a454 408

VICTORIA 3，189 a77

NORDSTERNICOLONIA 3，001 3．55

NUERNBERGER 2β03 2．72

GERLING 2，267 2．68

IDUNA 2，257 2．67

　この表からも明らかなように，アリアン

ツ／ドイツの市場支配力は絶大なものがあ

る。昨今取り沙汰されている銀行業務と保険

業務の兼営（アルフィナンッ）の行方を占う

うえでも，アリアンツの戦略と動向の検討は

不可欠であるが，その分析は別稿に譲り，以

下ではドイツの生命保険業全体にまつわる規

制の問題へと進む。

1．2　ドイツ生命保険業における規制緩和論

　1．2．1．規制と規制緩和：理論的なド

　　　　　　　グマ対現実の合目的的な形成

　規制された市場の規制緩和は，ここ数年間

頻繁に言及されてきているテーマであり，し

かもそれはまことに多様な経済部門（産業）

で世界的に取り沙汰されて来ている。ただし

現在までに統一的な意見が存在しているのは

その概念についてだけであった。規制とは市

場における自由な競争へ影響を及ぼすことで

あり，特に，国家による決定あるいは市場参

加者との交渉によるそれである。そこでの議

論において重要なのは，市場参加者の経済活

動に対する直接的固定化，あるいは事後的な

コントロールを使った，国家による，あるい

は役所による規制である。そして規制緩和と
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はこの種の規制の漸次撤廃である。

　本質的に規制緩和についての議論での動因

は3つの分野から生じている。まず一つ目は

市場での自由競争に関する経済学的なドグマ

であり，二つ目は，現存の規制システムの見

直しを望む国家の経済政策担当部局，三つ目

は，規制緩和された市場で，規制市場でより

も優れた活動可能性を期待している，市場に

参加している利害関係グループからのもので

ある。

　1．2．2　ドイツにおける規制緩和論一

　　　　　　　般について

　現在ドイツにおいては，他の先進諸国と同

様に様々な規制緩和論が展開されている。こ

のうち，ミュンヘン大学のアー一ノルド・ピコ

ー教授らによって繰り広げられている，テレ

コミュニケーション産業の規制緩和に関する

研究とその主張は，とりわけそれらが経営学

者，すなわち企業経営の研究者たちによって

ボトムアップ的な立場，あるいは方法によっ

て行われたものであることから，注目する価

値があるものと思われる。以下，彼らによる

「規制緩和論」について検討してみよう。3j

　国家による市場規制は，ほとんどどの国，

どの産業でも見られる現代的現象である，そ

れは自明かつ一般的に受け入れられているこ

とから，多くの場合意識されない。「規制」と

は，国家がすべての産業に適用される有効な

ルールの他に，ある特定市場における行動主

体の個々の契約の自由へ介入することと理解

される。規制によって当局は，規制された企

業及び産業の行動権と財産権，例えば市場参

入や成果配分，価格政策を制限する。そのよ

うな産業に特殊な規制は，それぞれの市場に

おける，一般的かつ市場形成に関わる諸規制

（特に所有，契約及び競争権）を追加的にも

たらし，あるいはそれらを形成する。

1規制的介入の目標設定と正当化



　例えば保険，銀行，テレコミュニケーショ

ン，エネルギー経済及び健康産業などで見ら

れる産業独自の諸規制は，国家の特殊な干渉

として，全く特殊な市場においてなされる必

要があるのである。それらは経済学理論及び

実務においては，次のようなことによって正

当化される。

　　a）外部効果の存在，すなわち生産並び

　に経済的な財の消費が及ぼす他の経済主体

　へ正あるいは負の付随的影響で，市場を経

　由したうめあわせがなされず，代償が支払

　われないままであるものの出現である。た

　とえば，環境保護，安全規準や消費者保護

　を含む（内容とする）ほとんどすべての規

　制は，負の外部効果の出現によって合法化

　される。

　　b）自然独占の存在，すなわちある特定

　の費用構造の存在の下では，規制によって，

　放置すれば市場に単一供給者のみとなり，

　その自然独占者が消費者の負担の下で市場

　パワーを行使することが妨げられる。こう

　して価格とサービスの質が規制される。

　　c）支配的供給者の存在，規制はまた支

　配的な供給者の存在によって正当化され

　る。すなわち独占的地位を持ってはいない

　が非常に高い市場占有度を持つ供給者であ

　る。規制によって，そのような供給者が，

　消費者の負担の下に価格形成のうえで自ら

　の力を行使したり，新規市場参入の競争相

　手の拡大を妨害したり，市場から追い出し

　たりするのを妨げるために，彼らの市場パ

　ワーはコントロールされる。このような関

　係で，規制により競争が正しく機能し，新

　規参入が困難な市場への参入を促進するこ

　とになる。

　それでは，「規制」と「競争」はどのよう

な関係にあるのだろうか。一般的に競争と規

制は経済的事象のコントロールにおける相互

排他的なモデルとみなされている。規制が行

われる市場とは，競争が機能しない，あるい
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は競争が全体経済的・社会的そして政治的に

望ましくない結果をもたらすような市場だ

が，一方ではもし市場にうまく機能するよう

な競争が行き渡るならば（有効な競争が通常

はいかなる規制よりもより効率的な結果をも

たらすことから）規制へのいかなる必要性も

なくなる。規制と競争はますます市場秩序の

補完的な要素とみなされている。複数の供給

者間の競争は，規制当局のコントロール活動

を支持するために規制政策の手段として執り

行われる。また，規制は独占構造から競争的

な市場構造への過渡的な時期には重要な役割

を果たしうる。独占の規制緩和後には，たと

えば今や競争的に再組織された市場での昔の

独占企業の支配的な市場設定などのケースを

考慮して競争制限（すなわち一つの規制）が

必要となる事もあり得る。合衆国や英国のケ

ースでは，市場の開放後も長い間，それまで

の独占企業が優勢な市場ポジションを占め，

真の競争の進展には長い年月を要したことも

ある。こうして，優勢な供給者が市場に参入

した競争相手を市場から駆逐したり，彼らの

拡張を妨げたりすることもありうる。たとえ

ば前者が自らのケーブルに接続しているテレ

コミュニケーション網への接続を邪魔したり

拒否したりする，などである。競争規制のシ

ステムは，市場に新規参入した供給者を優勢

な供給者から守ることができる。こうして規

制は競争を制限するだけではなく競争を，ま

ず可能にし，そしてそれを促進するという課

題も持ちうるのである。それはまた，市場を

支配している供給者が設定する高すぎる価格

から消費者を守るために行われることもあり

得る。独占から競争への移行期には，規制当

局は自らの使命を減らすのではなく，質的

（内容的）に再構成したり増やしたりするこ

とも可能であろう。規制方向での支えにより

機能した市場での競争が進展し，強められる

のに応じて，競争制限の規模も減じられる。

　個別的には，「市場構造規制」と「市場行
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動規制」が競争規制の道具としてありうる。

市場構造規制は規制された市場の大まかな構

造の形成及び作用（市場参入のルール化，規

制市場での供給者数の決定，供給者の行動に

関する基本的要求や義務の設定など）に集中

する。一方，市場行動規制では，個々の，あ

るいは規制市場に参入を許可された企業の行

動の細かなコントロールに携わる。その際に

は，彼らの行動の特殊な側面，たとえば提供

されるサービスの質や価格政策などに集中す

る。ただ，「市場構造規制」と「市場行動規

制」の間の境界はもちろん明確には引かれな

いo

　ll規制の意思決定の目的

　ところで，規制の意思決定にまつわる利害

関係について考えてみよう。すなわち，規制

という形での介入は結局は誰の利益に奉仕す

ることになるのか，ということである。1960

年代には，いまだに，国家による規制介入は

消費者保護，公衆の利益に資するものだとい

う信念が支配的だった。このような見方は，

1970年代，80年代になると，規制の介入によ

り生じた市場の混乱や効率性の損失などがは

っきりと観察されるようになってからは，疑

問視されるようになった。そして規制という

ものが多種多様な，個別的な利益によって影

響を受けることも知られるようになった。規

制当局は監督している企業によって操作され

たり影響を受け，監督されている企業の利益

を代表したりする事態となりうる（これは

capture　theory　of　regulation，　Capture　Theorie

der　Regulierungと呼ばれる）。規制は官僚的

プロセスであり，規制する役所自身の利益，

たとえば権力維持や立場の強化なども伴う

（官僚理論一Bifokratiethorie）。もとより規制

の意思決定は，政治家の利益にも関係する。

すなわち彼らは定期的に再選挙に直面し，自

らの選挙民に経済的な成果と目的とするグル

ープへの特殊な利益をもたらさねばならない
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のである（新政治経済学の理論一Theorie

der　Neuen　Politischen　Okonomie）。

　規制の意思決定は，規制活動の結果に影響

を及ぼす政治構造，官僚（管理）構造そして

市場構造にすっぽりと包まれている。規制当

局の意思決定は，こうして利益の状態や情況

によって公衆の利益や個別的な利益に資する

ものである。規制の科学的な分析に際しては，

こうして規制の意思決定の利益関連性に目が

向けられねばならず，個々の事例に際してど

のような利益状態が意思決定の実行に関わる

のか，それらが規制当局の振る舞いにどうい

う影響を与えたのかが調べられなくてはなら

ない。

　1．2．3　ドイツ生命保険業における

　　　　　　規制緩和（論）とその進展

　1生命保険市場に対する規制の理論

　ドイツにおける生命保険市場への規制に関

する具体的な議論のひとつは，「監督システ

ム（Aufsichtssystem）」及び「監督の理論

（Aufsichtstheorie）」に関するものである。

ドイッでは，保険業における監督システムは

次の3つに分類されるとされる。4）

　①公表システム

　②規範システム

　③国家による物的な監督システム

　現実のシステムは，これらの何らかの組み

合わせになっているものが多い。まず公表シ

ステムは，企業の事業に関する特定の書類

（たとえば財務諸表）の公開によって，公衆

によるコントロールという条件を作り出すと

いう目的を持つ。規範システムでは，企業が

事業の経営を許され，それを行う間に満たす

べき特定の要求を国家が取り決める。法的に

最低限満たすべき条件は，設立関係書類，資

本調達，定款の内容，商業登記簿への登記な

どのための決定が挙げられる。公式のコント

ロールは国家が行う。国家による物的な監督

システムは，規範の形式的な監督のみならず，



特定の利益を守ること（たとえば保険契約者

の利益）にも注意を払う。監督のための装置

は彼らの委託の実現と，危険の実情からの防

御のために，事業の経営に対して直接の影響

を保持しうる。個々の基本システムは認可シ

ステムを伴っており，それにより事業経営の

開始は国家の認可供与に依存することにな

る。法的な条件が満たされるならば，法律上

の請求で通常認可が供与される。

　ll　保険経済における競争と規制一保険

　　　監督と消費者保護

　前述の監督システムは，保険業における規

制のための手段であり，競争促進のために運

用される。そしてそこでの大きな目的の一つ

が「消費者保護」である。正しく機能する競

争ならびに社会的及び消費者政策的目的を保

証するために，一般的な経済政策的ルールは

もとより，様々な産業，様々な商品が，特殊

な解を必要とする。完全競争モデルでの前提

条件からの現実の市場の隔たりは，一般的に

そして特に保険市場での競争プロセスに関す

る特殊性の議論を，広範囲かつしばしば何度

も繰り返し呼び起こしてきた。

　そこで述べられる「特殊性」，あるいは市

場の不完全性の典型的な現れとしては，以下

の原因で発生する，最適なモデルでの諸仮定

からの乖離がある；①製品の差別化（多様

性），②市場への参入障壁，③提供構造が多

面的でないこと，④情報不足による市場の透

明性の欠如。そしてこの分野での諸論文の中

核をなすのは，市場の混乱の原因となり，規

制的介入の根拠となる特定の諸市場での特殊

性の指摘である。

　ドイツ語圏の保険関係の文献でとりわけ取

り上げられている規制に関する議論の内容

は，

　・特殊性の議論

　・（規制）手段の議論

　に大別される。まず特殊性の議論では次の
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3つのテーマが取り上げられる。

　①保険市場の特殊性の列挙と他の市場に比

　　較した，これらの特殊性の評価

　②保険市場における誤った発展や市場の失

　　敗の原因としての特殊性

　③保険市場における規制的介入の根拠とし

　　ての特殊性

　ここで，国家の介入に対して行われる批判

の中心的論点は，そこで主張される「特殊性」

が保険市場に限ったものではない，というこ

とである。その結果，①のような「特殊性」

を根拠とする「特殊な」規制は正当ではない，

という主張が生まれる。次の②については，

特殊な市場においても有効に機能し，その結

果規制がよけいなものとなるような，正常な

市場経済での「自己治癒プロセス」の存在を

主張し，「特殊性」が市場の不完全性の原因

にはならない，とする。

　これら「特殊性」の議論には，事実上際限

のないところがあり，そのすべてをレビュー

することはできないが，次の（規制）手段に

ついての議論，すなわち監督手段に関するも

のは，一見に値する。そして，その際にもや

はり，前段に来るのは規制緩和の主張であ

る。

　保険市場に特有な規制緩和に関する理論的

な議論には，いくつかの変わった点がある。5’

それは，とりわけ競争及び市場経済に対する

ドグマ主義者によって推し進められ，当然の

ことながら彼らには市場の規制そのものが非

難すべきものに見えるのである。首尾一貫し

てまず個々の，あるいはすべての規制手段の

撤廃が要求される。現存の規制目的に対する

そのような規制緩和の現実の影響は，たいが

いほんのわずかしか取り上げられない。ドイ

ツではほとんど100年にわたる規制システム

によって明らかとなっている保険経済の現実

は，しばしば全く，あるいはせいぜい表面的

に注意を払われるだけで，その結果多くの厳

密でない議論が現れることとなる。
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　保険市場での規制緩和に関する議論は明ら

かに若手の経済学者の注目を特に引いてい

る。それによって多くの新しい，非伝統的な

主張・論拠がディベートへと現れてくる。も

ちろん，受け継がれてきた主張・論拠も適切

に評価されねばならないだろう。保険経済に

おける実際の規制状況は1901年の帝国統一保

険監督制度の導入以来の長いプロセスの中で

発展して来た。とりわけ50年代のカルテル法

の導入や60年代，70年代のECにおける共同

保険市場の設置との関連で，基本的な変更に

際して，規制に賛成及び反対の豊富な論証に

力が注がれたがそれは最近のディベートにお

いて全く一面的に使われただけだった。

　理論的な議論は，一部，規制に関する全く

特殊な事情と関連している，たとえば統一保

険約款に関する疑問や外国の保険業者のドイ

ツ保険市場における参入制約に関してであ

る。規制というものは個々の諸要素が分離困

難であるようなシステムとしてのみ理解され

るものであることから，そのようなニッチ的

事柄の詳論はドイツの保険市場の全体的現実

にとっては妥当なことではない。

　こうして保険市場の規制緩和に関する過去

の理論的研究は全体として現実からの乖離に

苦しんできた。彼らの示唆によれば，ドイッ

の保険市場には競争が全くないか，非常に不

完全であると，証明無しに頻繁に言われてき

た。規制緩和された保険市場では競争の効果

がより強まるとか，それを十分な確実性をも

って予測する，などというのは，理論家にと

っては疑いなく困難なことである。そこでは

せいぜい，ありそうな仮説をもって話が進め

られる程度である。そのような仮説の例とし

ては，（自称，および実際に）より規制の少

ない保険市場（特に英国やアメリカ）におけ

る市場構造が引き合いに出される。そうは言

っても，そこから演繹されるのは，多くの場

合曖昧で総論的な判断であり，たとえば次の

ようなものである：
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　英国やアメリカでの経験では，より自由な

競争の下でも不安定で破滅的な競争状態にな

りうる可能性がある，などということが理論

的にありえても，それは実務的には重大なこ

とではない，等々…　。

　競争と市場経済は，経済秩序にとっては言

うまでもなく模範である。しかしその秩序は

経済の現実にあてはめられるのである。こう

して競争のドグマは，現実との関連から評価

されねばならなくなる。そして規制下の競争

は，規制のない競争よりも，より高い合理性

を示すことが，すべての市場参加者のコンセ

ンサスを得ていると考える人々が現れてくる

のである。

　皿　ドイツにおける規制及び規制緩和に関

　　　する議論の概観

　そこでの論点，すなわち「何が問題なのか」

については，1986年のマインツ大学のエッゲ

ルシュテット，1987年のキール大学のゾルト

ヴェーデルそれぞれによる研究報告書での議

論が有益である。次にそれらの要約を順番に

見ていこう。6’

　保険市場における競争の規制あるいは規制

緩和はよりよい結果へと導いてくれるのか？

　この疑問は規制された保険市場自体と同じ

くらい古いものである。これに対する答えは

競争の成果が測られるその尺度に，本質的に

依存する。もしそれが国民経済学的なものに

なるならば，それはアグリゲートされたレベ

ルでの尺度で測られるものになる。それは効

率的な競争の機能を測るものとなり，たとえ

ば対応した所得配分を伴う生産ファクターの

最適な利用，需要や革新，成長のダイナミッ

クスに対する供給の対応能力，財の生産にお

ける生産性の増進による価格と成果の関係の

改善などが挙げられよう。一方個々の保険の

顧客のレベルで言えば，規制された競争ある

いは規制緩和された競争の成果に関する尺度

の方が重要であるように見える。もし保険の



対象になるような事故に際して，自らの無知

のために保険による補償が不十分だったり，

保険者が支払不能だったりすることが明らか

になったりしたならば，個々の保険契約者に

とっては最適な生産要素の配分だのダイナミ

ックな探索プロセスにおける保険財の革新な

どと言う疑問にはあまり関心はないだろう。

個別経済的には競争の意味は，需要者ができ

るだけ多くの様々な供給の中から選ぶことが

できて，自らの主観的な計算に従ってもっと

も有利なもの，すなわち最高の価格と成果の

関係を持つものを実現できることである。過

去のすべての経験によれば保険の顧客という

のは大多数が，このような最良の保険商品を，

対応した情報収集，情報コストの下での探索

プロセスをうまく行う能力はなく，あるいは

その準備ができていない。その際に顧慮され

ねばならないことは，個々の家計のすべての

保険契約のうちのおおよそ95～98％がリスク

や保険に関する分野での知識が明らかに相当

限られている状態で結ばれるということであ

る。

　保険市場での規制されない競争が，成果に

関する不十分な確率を持って遂行され，全体

経済的および参加者したすべての個別経済主

体が満足できるものと判断されるならば，二

つ目の疑問はその根拠へと向けられる。その

根拠は，保険者あるいは保険契約者の側にあ

り得るものである。この二つ目の疑問に関し

ては，実証的な発見および理論を伴った包括

的な文献が存在する。それらはたいてい保険

会社の特殊性から出発し，それらを個別の実

状にしたがい区分する。

　保険市場での規制されない競争が全体経済

的あるいは個別経済的に望ましくない結果に

つながるという結論に行き着くならば，規制

システム形成という第3の疑問にも意味があ

る。これによって望ましくない競争効果が緩

和されあるいは除去され，一方望ましい効果

は促進される。
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　保険市場における規制システムは次のよう

なものである。

　政治的な意思決定によって設定された規制

目標が，保険市場において推移している状況

やプロセスを示す。ドイツの保険市場での現

実では，規制目標は保険契約者の定まった利

益の維持，特に情報への需要者として，保険

料債務者・保険契約からの成果に対する債権

者としての性格を持っている。さらにそれは，

保険経済の国民経済的に望まれる，機能する

能力の維持に向けられており，他の経済単位

の安全を確保し，国民経済的な損害額を資金

的に補い，更には資本市場における重要な資

金提供者でもある。

　規制の制度としては，それぞれ国家が直接，

あるいは国家によって委任された監督当局が

活動している。市場参加者の連盟，たとえば

保険会社や保険契約者も，法的な権限委譲が

行われていれば，規制されつつ活動すること

ができる。これらはドイツの競争法にしたが

って，カルテルと競争制限法第102条にした

がい，提供者のカルテルなどの承認を含む。

このような規制目的の達成は，特定の規制手

段によって特定の規制目的が影響を受けるこ

とにより試みられる。現実にはこれら二つの

要素は非常に念入りに構築される。すなわち，

それらは，保険を提供する保険会社，保険の

需要を持つ保険契約者，あるいはこれら二者

の間で交わされる保険商品，特に保険の保護

にあたり明確に課されている保険約款並びに

商品価格としての保険料にシステマティック

に関連するものとなる。そこで最重要となる

個々の規制の対象と手段は図1に示されてい
る。7）

　1．2．4　非対称な情報分布と特殊性の

　　　　　　　議論

　不均等に分布した情報の理論，及び，見か

け上の特殊性に関する議論の二つの利用によ

って，基本的に次の結論が得られる。すなわ
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図1　規制の実態の系統図

規制の対象

規制の手段

一度

市場への参入→

市場からの退出←

　　　　　　　　　保険市場

保険会社

保険会社

保険会社

保険会社

保険会社

保険会社

保険会社

保険約款

契約期間

品
報

商
情
透明性

価格

保険料

保険契約者

保険契約者

保険契約者

保険契約者

保険契約者

保険契約者

保険契約者

営業許可

商品の区別

支払い可能性

資本投資

会計報告

指令

ち経済学的に重要な事情については少なくと

も情報的非対称に帰することができる，とい

うことである。次の表2は保険市場における

非対称な情報分布の重要な問題領域を要約し

ている。既に理論的考察から，重要な情報の

問題は被保険者（保険契約者）の側にかかわ

ることがわかっている。これを保護する目的

を持つ規制のみがその限りで必要である。

　この図に記された，非対称な情報分布の理
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論の観点からの保険市場の特徴は，今や組織

の経済理論などで名高い「モラル・ハザード」

や「アドヴァース・セレクション」などの用

語の起源となった，保険商品に特有の様々な

事情を要約している。ここでは本稿の意図に

直接関連する「被保険者の負担（となるもの）」

について，ドイツの保険市場の分析に関わる

いくつかのトピックを取り上げてみる。8）



表2　非対称な情報分布の理論の観点からの保険市場の特徴

不均等に分布した情報 保険会社の負担 被保険会社の負担

契約締結前

被保険者のリスクの内容に

ﾖする無知

@　　　　↓

@　　　逆選択

@　　　　十
vレミアムの増加（計算に関

ｷる議論）

?ﾜりありえない

保険会社の支払い能力へ

ﾌ無知

@　　　　十
ﾛ険約款一般の内容への

ｳ知
@　　　　↓
t選択＋プレミアムの減少

i透明性と安全に関する議論）

ｭなくとも大きな市場ではあ

閧､る

契約締結後

はらわれている用心に関す

髢ｳ知

@　　　　↓
c宴求Eリスク（計算に関す

驪c論）

?ﾜりありえない

資金を委託した保険者の行

ｮに関する無知

@　　　　↓
c宴求Eリスク（安全に関す

驪c論）

?閧､る

2　ドイツにおける保険業の最近の規制

　　緩和一消費者保護の見地から

　前述の通り，ドイツでは保険契約者に対す

る情報の提供は，一つの大きな課題となって

いる。すなわち，保険事業者に対しては厳し

い保険監督行政を行いながら，保険募集人に

対しては，登録制などの法規制さえ実質的に

とられておらず，これは，組織の経済学で言

う典型的な「情報的非対称状態」であり，保

険募集人と保険契約者の間での契約が適正に

行われなくなる第一の原因となる。しかし，

EUの指令は，保険募集人に対する保険監督

当局に監督規制強化を求めており，規制の強

化がはかられたのである。

　不均等に分布した情報の問題で，被保険者

（保険契約者）が負担することになるコスト

を発生させる原因のうち，契約締結前に起こ

る問題に関わるものについては，次のような

動きがある。9｝

　保険商品の販売先としては，法人向け・個
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人向けという分類が可能であるが，このうち

ここで問題とされるのは，組織的な契約・商

品関連情報がより得にくいと思われる対個人

契約者のケースである。まず，個人相手の領

域では，たいていの普通保険約款は，当該経

済分野の諸団体により連邦保険監督庁の意見

を聞いて作成された約款であった。このよう

な約款はたいていは大多数の保険者により無

制限に適用されたから，競争は，結局，価格

または顧客サービスについてのみ行われた。

このような「予防的」認可の制度が第3指令

に基づき命じられた規制緩和（1994年7月1

日に発効）により放棄され，保険企業は普通

保険約款ならびに保険料率の中身について完

全に自由になった。今や，多数の競合する商

品の中から保険保護ならびに価格についても

自分に最適のものを選択することは，個々の

保険契約者に委ねられることとなった。した

がって，競争の予防的監督に代わって，今や

個々人の判断が大きな役割を果たすことにな
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る。しかし，これが機能しうるのは，以前と

比べて，商品提供者の一層多くの情報提供義

務が履行されるときである。今や，ECの加

盟国に本店所在地を有する各保険企業は，そ

れぞれの母国の監督庁に届出をするだけです

べての加盟国において営業できる。個人顧客

は，保険契約者が加盟国内に通常の住所があ

り，かつそこに危険があるときは，保険契約

者の居住地法が適用されることによって，一

定の保護が保証される。そこでは，競争して

いる保険企業間で約款の内容は全く異なるこ

とさえあり得ることになる。

　これをより詳しく述べると，1992年8月11

日の損害保険に関する第3指令およびこれに

対応するユ992年12月9日の生命保険に関する

特別の指令において，新たな消費者保護法が

示された。完全な自由化あるいは，それが呼

ばれているように，規制緩和の意味では，今

やすべての保険契約者は，その社会的地位，

重要性または保障される危険の種類いずれと

も関係なく，共同体内に所在の任意の保険者

と契約を締結することが可能であるとされ

る。もちろん，これは保険者が保険契約者の

国において営業所を通じてまたは届出をした

サービスの範囲内で取引活動を行う場合に限

られる。その際，保険契約者にはドイツの保

護法の適用により適切な保護が与えられる

（根拠は第3指令の3である（Erwゑgungs－

grund　3　Dritten　RiLi）。この指令の国内法へ

の転換によって，約款および保険料率の認可

が行われなくなり，同時に，EUの一つの加

盟国において免許を得たすべての企業は，す

べての加盟国において何らの制限なく活動す

ることができる。約款および保険料率の国家

的審査に代えて，今や個々の消費者がその都

度多様な競合商品を審査し，自己に最適と思

われる商品を決定することとなる。そのため

には，消費者は明示的かつ包括的に保険者か

ら情報提供を受けなければならない。消費者

はできるだけ長く自己の決定の自由を保持す
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べきであり，完全に情報提供を受けるまでは，

異議申立てにより締結された契約から解放さ

れることができる。1992年2月7日の最終的

なマーストリヒト条約において，これは全体

としてブリュッセルの官庁の権限を一層拡大

することを定めており，「消費者保護」の特

別の節（VI）129　a条において次のように述

べられている。

　共同体は高度な消費者保護水準の達成のた

め次のような方法によって寄与する。

　a．100a条による域内市場の実現の枠組み

においてこれを実施する措置。

　b．消費者の健康，安全および経済的利益

を保護し，ならびに消費者への適切な情報提

供を確保するための加盟国の政策を支持しか

つ補完する特別の活動。

　新たにその中で強調されたのは，国家的監

督に代えて消費者への情報提供である。

　情報提供義務は，不十分な準備・知識・時

間によって行われる「慌てた契約締結」の効

果を緩和するために，「広範囲にわたって

（Weitlaufig）」規定されたものである。理念

的な通常の事例としては，保険契約者が多数

の企業から普通保険約款やその他の資料を通

して情報提供を受け，あるいは説明を受ける

ことができ，その後で，ある会社に決めて，

通常の拘束期間を持つ申込書に署名をすると

いう場合が考えられている。それに対して，

その会社は保険証券を普通保険約款とともに

保険契約者に送付し，保険契約者は初回保険

料を支払う。保険契約者が全部の説明資料を

申込書における署名後または保険証券の受領

時に得ているときは，それにもかかわらず，

契約者は14日間の異議申立権を持っており，

その経過後に初めて契約は完全に有効にな

る。特別の約定がない限り，初回保険料も契

約の完全な効力発生後に初めて支払うべきこ

とになる。異議申立期間は，保険契約者に必

要書類が完全に揃い，かつ契約者が保険証券

の交付の際に書面上に明確に彼の異議申立権



を示したときに，開始することが，明示的に

記載されている。すべての場合に，異議申立

期間は初回保険料の支払い後，1年をもって

終了する。これについて，保険者は一定の解

除期間を明確化のために定めるべきであろ

う。保険契約者が異議を申し立てれば，契約

は成立しない。しかし，保険者は保険契約者

が保険事故発生があれば異議申立権をおそら

く放棄することをつねに計算に入れなければ

ならない。既存の規制とは反対に，保険者は，

初回保険料を保険契約の完全な成立後，した

がって完全なまたは縮減された異議申立期間

の経過後にようやく請求する権利を有し，保

険事故が発生した後にそれを取得する場合で

も，保険金を支払わなければならない。保険

契約者が，しばらく経って，数カ月後によう

やくすべて説明を受けて，異議申立てをした

ときは，その契約は当初から成立しなかった

ものとみなされる。したがって，保険料は不

当利得の原則により払い戻すことを要する。

それにもかかわらず，保険契約者は，損害事

故が発生したら，その「有効期間（Laufzeit）」

中は，明示的に異議申立てを放棄することに

よって行使される，いわゆる填補請求の選択

権（eine　Option　auf　Deckug）を持っている。

それゆえ，保険者は，間接的には，この期間

中，危険を負担しているのであり，あるいは

直ちに自己の義務が発生する場合を考えてお

かなければならないであろう。

　実際に個々の保険契約者がどの程度説明資

料を利用し吟味しているかは，一般に疑問が

あると思われる。個々の標準的保険証券，と

くに自動車責任保険にあっては，このような

ことがあり得るかもしれない。保険業界の団

体は，これまでいわゆる模範保険証券一いわ

ば保険契約者への説明のため一を発展させて

きた。これには，保険業界の団体がカルテル

法のいわゆる団体適用除外規定によって明ら

かにその資格を与えられていた。

　契約締結が仲介者を介して行われた場合
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（これが契約の70％から75％を占めるが），こ

のような保険契約は，試験によって資格を授

与されたスタッフによって仲介されることと

なる。ブリュッセルの官庁は，保険分野の自

然な成長に何らかの制御を行うために，まず，

この意味で外務員の資格化を推奨すると述

べ，場合によっては指令により義務化するこ

とを約束している。被保険リスクが複雑であ

るときは，直ちに顧客は代理店の口頭の説明

が必要であるし，代理店は将来は体系的な専

門教育を受けたこと示さなければならない。

　すなわち，原則として保険契約者は，その

製品自体について普通保険約款およびその他

の情報提供資料の交付によって，ならびに場

合によっては代理店の口頭の説明によって，

教示されなければならない。詳しくいえば一

一理想的な場合には一申込みの前である

が，申込みのときにはすべての場合に，そし

て遅くとも保険証券の交付のときで，最悪の

場合でも保険証券交付の直後である。契約は

完全な情報提供の後に初めて有効になるから

である。第3指令31条の意味で損害を定める

規定の情報提供義務は，国内法化されて保険

監督法10a条にあり，保険契約者にとって無

条件に必要な情報提供に関する詳しい付則に

よって補充されている。重要なことは，とり

わけ，不完全な情報提供では無駄になる申込

みの拘束期間の重要性，ならびに解除または

撤回の権利および法選択に関する教示であ

る。保険者の宛先を明示的に保険契約者に知

らせなければならないというのは，他の加盟

国において免許を得たすべての企業がその保

険証券をドイツにおいて販売することがで

き，保険契約者が直接にその本社に苦情を訴

えることができることに基づく。生命保険に

おいては，保険契約者への教示の要請が非常

に広範囲にわたっている。それらは，とくに

予想剰余金配当，解約価額，変額生命保険に

おける積立金の発展状態の詳細，ならびに税

務上の取扱いに関する一般的説明に係わる。
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さらに，私的疾病保険においては，費用およ

び場合によっては保険料状況（Beitragsen－

twicklung）に関する説明が情報提供として

求められる。そのほか，契約期間中は，保険

契約者は不断に個々の上述の複雑なものの展

開に関して，ならびに当該法規定の改正につ

いて教示されることとなる。これらの非常に

豊富な情報提供義務の費用が企業によってど

の程度克服されるか，目下のところ，推し量

ることができない。

　1992年の連邦通常裁判所の判決（目と耳事

件）もとくに重要である。この判決は，募集

人（Agent）への保険契約者のすべての表示

は，たとえその募集人がこの表示を申込書に

記入していないとしても，保険者に到達した

ものとみなすという。これによって，書面に

より申込書に記載されたすべての表示のみが

有効であるという申込書の規定は，顧客の利

益のために無効になったのである。もっとも，

募集人ができるだけ速やかに契約締結に到る

ために，顧客の一つまたはその他の発言を重

要でない，つまり記載に値しないとして簡単

に片づけてしまうことは，よくあることであ

る。

　なお困難ないしは問題があることとして指

摘されているのは次のような点である。多く

の場合，会社の代理店は，固定した顧客を有

しており，彼らの保険会社との契約に基づき

その会社の商品のみを顧客に販売してよいと

される。このような一方的な助言は，確かに

ブリュッセルの官庁の意向にそわない。それ

はつねに商品が競争して提供され，成年の市

民がこれについて判断することが前提とされ

ている。もう一つの困難は，代理店が，例え

ば，彼らの会社の約款の条項に異議が申し立

てられたとき，または法律が改正されるとき，

その都度，それについて通知されなければな

らないということである。基本的には代理店

はこのすべてを彼らの顧客に知らせなければ

ならない。これも重要な情報提供義務に含ま
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れる。

　不均等に分布した情報の問題で，被保険者

（保険契約者）が負担することになるコスト

を発生させる原因のうち，契約締結後に起こ

る問題に関わるものについては，次のような

動きがある。1°1

　従来，消費者保護の構造は，保険監督法，

保険契約法，普通取引約款規制法，一部は，

カルテル法ならびに不正競争防止法という国

内法により形成されていた。1994年7月1

日の欧州の規制緩和によって，これは段階的

に準備され，第3段階をもってようやく個人

消費者に影響が生じてきた。

　保険者の精神的・法的優越に対する消費者

保護の意識の成長があり，これがこの間，

個々の国内法において表現され，さらに自由

化の増大の結果，通常の消費者にとって市場

の透明性が減少していることもあり，このこ

とが，ブリュッセルの官庁に，欧州共同体に

おける相応の消費者保護規制を考えさせる契

機となった。1986年の単一欧州議定書におい

て，欧州の課題が新たに定義され，拡大され，

そして消費者保護が欧州市場の目標に加えら

れた。100a条において，消費者保護に明示的

に高い保護水準が認められた。強調されたこ

とは，まず，契約の継続的履行可能性の保証

強化の要請であり，それは，第1指令をもっ

て個別企業の十分な支払余力，すなわち，少

なくとも資本基準10％の義務の履行能力を持

つこと，ならびに保証基金の設定の導入によ

り確保されるべきものである。そのように資

本基準を充たした企業には，国内の要件に適

合していれば（各加盟国における公的認可に

より），加盟国の市場が解放された。第2指

令をもって，大規模危険の保険はそれぞれの

国内的監督から解放されたが，大衆相手の取

引は引き続き実質的な国内監督に服してい

た。そこでは，保護思想が採用され，保険業

の最も敏感な領域ではサービス提供の自由に

対する一定の制限が（すなわち，消費者のた



めに）正当化されうると明示的に確認された。

まず，生命保険においては，自由化が規定さ

れたのは，保険契約者が自由意思で自国以外

の加盟国の企業と生命保険契約を締結した場

合に限定された。保険契約者は反応的・受動

的な消費態度を頑なに変えないのではなく，

他の契約締結市場に積極的に求めることがあ

るからである。そのような保険契約者には一

一例外として　　法選択の自由が与えられる

とされた。

　それに対して，損害保険の第3指令ならび

に生命保険の第3指令は，保険監督法および

保険契約法の改正により適時に　　若干の遅

れはあったとしても一国内法化され，その

結果，今や，少しの規制を別にすれば，完全

に自由化されている。

　この新規制の重点は，国家的・一般的審査

から個々の顧客による既存の商品の個別的審

査への転換である。これは，保険者の情報提

供義務の包括的拡大および保険契約者を契約

に拘束することの時間的緩和によって行われ

ることとなる。

　これまでの規制も保険者の一連の教示・説

明義務を含んでいたが，これらが一層の拡大

の契機となった。契約違反の効果または倦怠

に対する，保険契約者への旧来の，既存の警

告義務（Warnpflichten）は，保険商品なら

びにその危険除外について徹底的な情報提供

義務に拡大され，そして保険契約者の行為義

務に関する規制にも拡大された。

　旧VVG　5条2項は，保険契約者が，申込

書の記載と保険証券が異なるときに，異議申

立てがなければ同意したものとみなされる旨

の教示を書面で受けなければならないと定め

ていた。VVG12条2項は，保険者に，保険

契約者が一保険者が拒絶した場合に一裁

判上の請求をしなければ，6ヵ月以内の保険

金請求権を失うことを書面で指摘する義務を

課している。さらに，この間に発展してきた，

保険者が保険契約者に指摘・教示する義務が
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VVG　6条，とくに3項における保険契約者

の違反（契約上のオプリーゲンハイトの責に

帰すべき事由による違反）に対する給付拒絶

権に関わっている。もう一つ触れるとすれば，

初回保険料が不払いの場合，暫定填補約束を

後発的に喪失する危険があることを保険契約

者に明示的に指摘する義務である。いい換え

れば，そのときには，保険契約者は暫定的填

補約束があるにもかかわらず，初回保険料の

支払いがなければ，暫定填補の期間中に発生

した自己の損害について保険保護がない。申

込書における保険契約者の不十分または矛盾

した記載も保険者が見分けられるときは，保

険者のよく知られた指摘義務が，給付拒絶の

ためにそれを援用する権利を保険者から奪っ

ている。

　最後に，これらの規制緩和に対する最新の

見解をレビューしてみよう。1997年にリュー

ネブルグ大学のヴァインがドイツ最大の保険

学雑誌（ZfGVW）に寄せた論文での見解は次

の通りである。

　ドイツの保険市場での監視規制は明らかに

弱められた。こういう国家による規制と並ん

で，競争法に触れない限り，保険業界が従来

の規制状態を再び導入することも可能であ

る。競争制限防止法第102条とEU団体免除指

令によって，競争法上の前提が存在する。し

かしながら自動車保険市場で見られる競争の

激化のような現実の例が示すとおり，少なく

とも現在のところ業界による規制は，なくな

りつつある監督規制を完全に代替するもので

はない。その限りではドイツでは規制緩和市

場の発展を観察しうる。

　ドイツ保険市場の自由化の効果の予想され

る効果は，「保険」と言う財が経済学的にい

かに特徴づけられるかにかかっている。伝統

的な「特殊性の議論」によると，保険学は数

多くの理由で機能しない。計算に関する議論，

共同保険・再保険に関する議論，透明性・安

全性に関する議論などが挙がっている。しか
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しながらこれら一連の議論を経済学的に検証

してみると，特殊性というものは確率的な規

模の利益の重要性に関する疑問と非対称な情

報分布に関する疑問の問題にまとめられるこ

とがわかる。確率的な規模の利益の問題はこ

こではあまり取り上げない，それはドイツに

関しては過去の理論的・実証的事実が，それ

があまり重要ではないことを示しているから

である。非対称な情報分布は保険会社と保険

契約者両方の負担となりうる。

　理論的研究のほとんどは，情報の問題を保

険者にとっての負担として扱っている。理論

的議論の出発点として市場の崩壊を一つの変

種とみるモデルが構築された。保険者の行動

パラメターを保険料や補填としてのみ考慮に

入れたり，現実に近い仮定（たとえば保険契

約者の不完全な情報や複数期間）を使うよう

な，より新しい研究によると，市場の崩壊は

不均等に分布した情報の故に保険者の負担に

なることは非常にあり得ない。保険契約者の

情報問題を採り上げたモデルはむしろ希であ

る。保険契約者が保険約款の内容を判断でき

るという前提から出発することはできない

し，少なくともいわゆる大市場では無理で，

また保険者の支払い能力は判断困難なため，

完全に規制緩和された市場では，市場の崩壊

は逆選択やモラル・リスクという形で起こ

る。評判とか有効な助言者のマーケットなど

の市場内生的解決方法の存在が疑わしいこと

から，こういう形の市場の失敗は，またさら

にあり得る。こうして経済学的観察から，情

報の非対称は情報量が相対的に少ない需要者

に有利な規制を生じさせよう。保険者，保険

仲介者，ブローカーなどへの質問に基づく最

初の実態調査によると，保険契約者の情報問

題は規制緩和の時から増加したという。これ

は，情報を与えられない保険契約者の立場を

規制によって改善するという示唆と見ること

ができる。

　現代の規制の状態に関しては，もちろんま
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さしく裏返しの事態が生じている。保険料コ

ントロー一ルや一般保険約款の事前的確認など

の保険契約者にとって有利な保護規制は廃止

された。競争政策的な例外設定は，それによ

って保険会社は統一約款や保険料によって計

算に関する問題も緩和しうるが，むしろ守り

続けられ，またヨーロッパ法によって強化さ

えされた。とはいっても保険者の負担になる

非対称な情報分布の議論の検証はそのような

保護規定の必要性には結びつかなかったが：

その反対に，競争法上の特別な地位の廃止は

歓迎すべきであろう。もちろん今のところ少

なくとも保険経済は競争政策的な例外設定は

ほんの限定的に要求しているに過ぎない。

　ヴァインの主張によれば，ドイツ保険市場

における規制緩和は，かえって消費者の利益

を蝕んでしまいつつある，ということになる。

だとすれば，本稿の最初に使った「ドグマ的

な規制緩和論」の弊害がまさしくここに出て

しまっている。では，このような「競争」と

「規制」の中間の，適切な状態は，どのよう

なものであろうか。
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　フィナンツに関する我が国では最も網羅的

　な資料である。

2）古川（1996），p．127より引用。

3）Picot　et　al．（1996）による。

4）以下の叙述はSchedlbauer（1995）による。
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